
 

 

食中毒多発注意報の発令について 
 

 

「食中毒注意報、警報要領」に基づき、食中毒多発注意報を発令しました。 

つきましては、食中毒予防対策の徹底が図られるよう県民に対する広報についてお願いします。 

 

 

発令期間：平成３１年３月８日（金）～平成３１年３月２１日（木）【２週間】 

 

 

記 

 

 

＜食中毒多発注意報＞ 
・今回の発令は、ウイルス性食中毒が１５日以内に２件発生したために発令するものです。 

・今年の県内の食中毒は４件で、患者数は１８名です。 

・食中毒の発生を防止するために、食中毒予防の３原則の徹底を心がけてください。 

・ノロウイルスによる食中毒は、年間を通じて発生しています。食中毒の発生を防止するために、ノロ

ウイルス食中毒の予防についても心がけてください。 

・また、腸管出血性大腸菌およびカンピロバクターによる食中毒は、食肉を原因食品とすることが多い

ため、食肉を取扱う際には、手や調理器具の洗浄消毒および食肉の十分な加熱を心がけてください。 

 

＜発令に伴う対応＞ 

① 県庁関係部局、市町、（公社）福井県食品衛生協会等関係団体および報道機関等への連絡 

② 健康福祉センターおよび市町庁舎での発令した旨を示す懸垂幕の掲出 

③ 食品関係営業者、学校・社会福祉施設等給食施設、関係団体および県民への注意喚起 

④ 食品関係営業者は、発令された旨を従業員その他関係者に対し周知するとともに、食中毒 

防止に必要な対策を講じる 

 

 

＜参 考＞ 本県における食中毒発生状況（平成３１年３月８日現在） 

 

 

 

 

 

 

  

 平成３１年 
平成３０年 

同期状況 

平成３０年 

（１月１日～１２月３１日） 

事 件 数   ４件 ０件  ６件 

患 者 数  １８名 ０名 １５名 



 

食中毒予防の３原則 

１ 清潔（細菌をつけない） 

食品にはいろいろな細菌が付いています。 

それら細菌を他の食品に付けないためには、まず、原材料は区分して専用容器に保管すること

が必要です。 

さらに、加熱調理した食品や生で食べる食品は原材料からの細菌汚染を防ぐため調理器具を使

い分けるなどの工夫が必要になります。 

また、手指にも多数の細菌が付いているため、調理の際の手洗いは、食品に細菌を付着させな

いための第一歩として大切です。 

 

２ 迅速または冷却（細菌を増やさない） 

食中毒細菌の中には、カンピロバクターのように少量の菌で発病する細菌もありますが、多く

は黄色ブドウ球菌、ウエルシュ菌などのように食品中で大量に増殖して食中毒を引き起こします。 

そこで、食中毒を防ぐには、この「増やさない」ことが重要なポイントになります。 

細菌には、それぞれ生育に適した温度帯があり、食品を保存する際には、この温度帯を避けた

温度（冷蔵庫は１０℃以下に、冷凍庫は－１５℃以下）で保存する必要があります。 

また、細菌は条件（温度・水分・栄養）さえよければ「ねずみ算式」に分裂して増えるので、

食品を室温で長期間放置しないように心がけなければなりません。 

 

３ 加熱（細菌をやっつける） 

食品の十分な加熱がもっとも効果的な方法ですが、これが不十分で食中毒細菌が生き残り、食

中毒が発生する事例が多いので注意しましょう。 

一般的に食中毒を起こす細菌は熱に弱く、細菌が付いていても加熱（７５℃１分以上）すれば

死んでしまいます。 

また、冬場に発生が多いとされるノロウイルスに対しては加熱が最も効果的な殺菌方法であり、

８５℃で９０秒以上の加熱が必要です。特に二枚貝の生食はできるだけ避け、中心部まで十分加

熱しましょう。 

そのほか食器・ふきんを煮沸したり、次亜塩素酸ナトリウム溶液につけたりすること、手指を

逆性石鹸などで洗うことなどによる殺菌、消毒も食中毒予防に効果的です。 

ただし、黄色ブドウ球菌のように毒素を作る細菌は、ひとたび食品中で増殖すると、たとえ加

熱殺菌しても、作られた毒素で食中毒が起こることもありますので注意が必要です。 

 

  



 

ノロウイルス食中毒を予防するために 

 

ノロウイルスは手指や食品などを介して感染し、おう吐、下痢、腹痛などを起こします。 

ノロウイルス食中毒の発生を防止するために、食品関係事業者の方はもちろんですが、一般家庭において 

も食中毒予防を心がけてください。 

調理従事者は、おう吐や下痢等の症状がある場合は、食品を汚染して食中毒になる場合があるので調理業

務には絶対に従事しないでください。 

また、調理従事者には症状が出ていないがノロウイルスに感染している（不顕性感染）ことが非常に多く

なっています。症状が出ていなくても、ノロウイルスに感染しているかもしれないとの自覚を持って手洗い

を徹底し、調理にも細心の注意をはらいましょう。 

 

１ 清潔な調理（持ち込まない） 

  ・調理を行う場所は、常に清潔を保つようにしましょう。 

・魚介類や肉類に用いる包丁、まな板等の調理器具は、専用として使い分け、調理器具を介して他の食

品を汚染しないよう注意しましょう。 

  ・野菜などの生鮮食品は充分に洗浄しましょう。 

  ・おう吐、下痢などのある人は、調理に従事しないようにしましょう。 

 

２ 正しい手洗い（つけない） 

  ・正しい手洗いを実行しましょう。 

  ・用便後や調理前には手洗い（消毒を含む。）を徹底しましょう。 

・食品関係営業に携わる方は、食品に直接触れる際には「使い捨て手袋」を使用しましょう。 

 

３ ノロウイルスを殺すための加熱（加熱する） 

  ・加熱は最も効果的な殺菌方法ですが、ノロウイルスは８５℃で９０秒以上の加熱が必要です。 

・特に二枚貝の生食はできるだけ避け、中心部まで十分加熱しましょう。 

     カキを生食する場合は、「生食用」と表示されているものを使用し、「加熱調理用」 

と表示されているものは必ず加熱してください。ノロウイルスが流行している時期では 

「生食用」でもノロウイルスに汚染されている場合があるので、注意が必要です。 

 

４ おう吐物・下痢便の処理（ひろげない） 

衣服や物品、おう吐物を洗い流した場所の消毒は次亜塩素酸系消毒剤（濃度は 200ppm以上、家庭用

漂白剤の場合は約 200倍程度に薄めて）を使用してください。ノロウイルス感染症の場合、そのおう吐

物や下痢便には、ノロウイルスが大量に含まれています。そしてわずかな量のウイルスが体の中に入っ

ただけで、容易に感染します。 

 


